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令和３年３月農業委員会総会議事録 

 

日   時 令和３年３月２９日（月曜日）議事開始 午前 ８時４６分 

 

場   所 えびの市役所 １－３・４会議室 

 

出 席 委 員  

【農業委員】 尾山 實文  竹下 助範  山下 正成  下原 小枝子 

       栗下 章二  前原 幸太郎 岩屋 美智子 稲田  優  

       田中 雄策  田上 みゆき 

【推進委員】 谷口 克美  赤川 リク子 西田 保子  園田 義保 

       福迫 久利  津口 えりこ 山口 長徳  溝添 トミ子 

       吉留 律子  土器 三紀夫 吉田 尚美  伊地知トシ子 

       高谷 千代子 杉元 義男  永前 茂則  増田 賢造 

       中津 ゆみ子  

欠 席 委 員  

【推進委員】  宮田 吉人 

事務局職員  

      事務局長  押川 国智     事務局長補佐  鳥澤 庄司  

      農地調整係長 川上 大輔    農地調整係主査 大園 あけみ 

      農地調整係主任主事 松下 理恵 農地調整係主事 池田 哲也  
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議   題  

    報告第２５号 農地等の合意解約について 

    報告第２６号 農用地利用配分計画について 

    報告第２７号 事業計画変更申請の取下げについて 

    報告第２８号 農地法第５条の規定による許可申請の取下げについて 

    議案第７０号 農地法第３条の規定による許可申請について 

    議案第７１号 農地法第３条の規定による別段面積（下限面積）の 

           設定について 

    議案第７２号 農用地利用集積計画について 

    議案第７３号 農地法第４条の規定による許可申請について 

    議案第７４号 農地法第５条の規定による許可申請について 

    議案第７５号 非農地証明願いについて 
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事務局長  それではただいまから令和３年３月定例農業委員会総会を開催いた 

     します。ご起立をお願いいたします。一同礼。おはようございます。 

     ご着席ください。 

尾山会長  【あいさつ・・・・】 

尾山議長  次ぎに委員の出席状況を報告いたします。宮田委員から本日の会議に 

     欠席する旨、届出がありましたので報告します。よって、ただ今の出席者 

     は２７人で定足数に達しております。 

尾山議長  これより会議を開きます。議事に入る前に議事録署名委員に、下原委員 

     と前原委員を指名いたします。それでは、ただ今から今月の議事に入り 

     ます｡報告第２５号から報告第２８号及び議案第７０号から議案第７５号 

     までを一括議題といたします。事務局長に議案の朗読をお願いします。 

事務局長  （議案朗読） 

尾山議長  議案の朗読が終わりました。これより報告及び審議に入ります。まず、 

     報告第２５号「農地等の合意解約について」事務局から説明をお願いしま 

     す。 

事務局   議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局   それでは、報告第２５号についてご説明いたします。今月の合意解約件 

     数は１７件でございます。２ページをご覧ください。 

      令和３年３月分の合意解約一覧につきましては、ご覧のとおりでござい 

     ます。今月の総会案件と関連がないものについて、順にご説明いたします。 

      整理番号２番につきましては、他の担い手に貸借予定のため、解約する 

     ものでございます。 

      整理番号３番から８番につきましては、令和３年２月総会議案６５号に 

     関連する案件でございます。 

      整理番号１１番及び１２番につきましては、他の担い手に貸借予定の 

     ため、解約するものでございます。 

      整理番１４番につきましては、所有者にて耕作するため、解約するもの 



 4 

     でございます。 

      整理番号１５番及び１７番につきましては、他の担い手に貸借予定の 

     ため、解約するものでございます。以上、ご報告いたします。 

尾山議長  説明が終わりました。何かご質問はありませんか。 

      （なしと言う者多数あり） 

尾山議長  質問がないようですので、次に報告第２６号「農用地利用配分計画に 

     ついて」事務局から説明をお願いします。 

事務局   議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局   それでは、報告第２６号「農用地利用配分計画について」ご報告いたし 

     ます。３ページをご覧ください。今月の農用地利用配分計画については、 

     令和３年３月１日付けで県知事が認可した案件をご報告するものでござい 

     ます。計２３件９８筆１１０，３２４㎡となっております。詳細につきま 

     しては、４ページから１３ページに記載のとおりでございます。以上、 

     ご報告いたします。 

尾山議長  説明が終わりました。何かご質問はありませんか。 

      （なしと言う者多数あり） 

尾山議長  質問がないようですので、次に報告第２７号「事業計画変更申請の取下 

     げについて」、報告第２８号「農地法第５条許可申請の取下げについて」 

     事務局から一括して説明をお願いします。 

事務局   議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局   報告第２７号「事業計画変更申請の取下げ」及び報告第２８号「農地法 

     第５条の規定による許可申請の取下げ」について、一括してご説明いたし 

     ます。１４ページをご覧ください。最初に報告第２７号「事業計画変更申 

     請の取下げ」について、ご説明いたします。取下げ件数は１件です。この 

     案件につきましては、令和２年５月総会にて、太陽光発電施設として農地 

     法５条の売買に伴う所有権移転で皆様にご審議いただき、令和２年７月 
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     ２９日許可となった案件を、令和２年９月総会において、事業実施主体の 

     変更に伴う事業計画変更申請と、これに伴う農地法第５条での地上権設定 

     の申請があり、再度ご審議いただき、許可相当として県に意見書を付して 

     進達した案件ですが、令和３年３月１１日付けで令和２年９月総会審議分 

     の事業計画変更と農地法第５条による地上権設定について取下願が提出 

     されました。取下の理由につきましては、事業計画の変更が生じたためと 

     のことです。取り下げる事業計画変更の内容についてご説明します。１５ 

     ページから１６ページをご覧ください。譲受人が譲渡人より事業を引き継 

     ぐ旨の事業計画変更申請でございました。この事業計画変更申請を取り下 

     げるとの事でございます。 

      続きまして報告第２８号「農地法第５条の規定による許可申請の取下げ」 

     １７ページをご覧ください。先程の事業計画変更申請取下に伴う地上権設 

     定申請の取下１件となります。１８ページから２２ページをご覧ください。 

     先程の事業計画変更申請取下同様、令和２年９月総会の際の地上権設定の 

     申請を取下げる内容となります。事業を引き継いだ譲受人が譲渡人の転用 

     許可を受けた土地で事業を行うため、更に農地法第５条による地上権設定 

     を行う旨の申請でした。こちらの農地法第５条申請も併せて取下げとなり 

     ます。１５ページ及び１６ページを再度ご覧ください。この事業計画変更 

     申請と農地法第５条の規定による許可申請を取下げることにより、事業を 

     引き継ぐことと、それに伴う地上権設定を行わないことになります。その 

     結果、表中下段の譲渡人への農地法第５条による転用許可の状態に戻りま 

     す。以上が事業計画変更申請取下についての説明になります。尚、今後の 

     予定につきましては、現在検討中との事でございます。以上、ご報告いた 

     します。 

尾山議長  説明が終わりました。何かご質問はありませんか。 

      （なしと言う者多数あり） 

尾山議長  質問がないようですので、以上で報告を終わります。次に、議案第７０ 

     号「農地法第３条の規定による許可申請について」を議題といたします。 
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     事務局から説明をお願いします。 

事務局   議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局   それでは、議案第７０号「農地法第３条の規定による許可申請について」 

     ご説明いたします。２３ページをご覧ください。今月の許可申請件数は、 

     所有権移転８件、貸借５件の合計１３件です。申請人の住所・氏名は 

     省略して、申請内容については、概略ご説明いたします。また、議案中の 

     受人の年齢が記載されていない案件につきましては、相続人からの申請と 

     なります。まず、所有権移転からご説明いたしますので２４ページをご覧 

     ください。 

      整理番号１番、田１筆、８３５㎡の贈与です。こちらは備考欄に記載が 

     ありますが、３条貸借整理番号１番及び２番と関連になります。権利取得 

     後の経営面積が５，２４８㎡となる事から下限面積の要件を満たしており 

     ます。 

      整理番号２番、田１筆、４５６㎡の売買です。価格は総額○○円です。 

      整理番号３番、田１筆、３３０㎡の売買です。価格は総額○○円です。 

     ２５ページをご覧ください。 

      整理番号４番、田２筆、２，３４８㎡の贈与です。 

      整理番号５番、２５ページから２６ページをご覧ください。畑２筆、 

     ３，７６２㎡の売買です。価格は総額○○円です。 

      整理番号６番、畑３筆、２，６１９㎡の売買です。価格は総額○○円 

     です。２７ページをご覧ください。 

      整理番号７番、田４筆、１，００９㎡の売買です。価格は総額○○円 

     です。杉元委員の掘起しです。２８ページをご覧ください。 

      整理番号８番、田４筆、２，５２８㎡の売買です。価格は総額○○円 

     です。所有権移転につきましては、以上となります。続きまして、貸借に 

     ついてご説明いたしますので２９ページをご覧ください。 

      貸借整理番号１番、田１筆、畑１筆、計２筆１，７５５㎡の使用貸借 
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     です。 

      整理番号２番、２５ページから２６ページをご覧ください。田２筆、畑 

     １筆、計３筆２，０６８㎡の使用貸借です。 

      整理番号３番、田１筆、１，７１１㎡の賃貸借です。 

      整理番号４番、３０ページから３２ページをご覧ください。田７筆、 

     ５，０２１５㎡の賃貸借です。 

      整理番号５番、３２ページから３４ページをご覧ください。田１３筆、 

     ３，６５２．３１㎡の賃貸借です。以上、所有権移転８件、貸借５件、計 

     １３件です。以上、皆様のご審議方、よろしくお願いします。 

尾山議長  事務局の説明が終わりました。議案第７０号については、各担当委員が 

     現地確認等をしていただいていますが、土地の現地確認と申請人「受人」 

     の確認を別々にお願いしております。各委員から報告をしていただきま 

     す。整理番号１番の土地及び「受人」の確認を竹下会長代理にお願いしま 

     す。 

竹下会長代理 議長。 

尾山議長  竹下会長代理。 

竹下会長代理 整理番号１番について、ご報告いたします。申請農地は、○○自治会 

     内にあります。基盤整備はされておりません。農地の形状もあまり良く 

     ありません。周辺は田と山林に接しております。日照・接道・用排水は 

     良好です。農地の作付け状況は、今までは水稲を作付けされていましたが、 

     昨年の水害で土砂が堆積して、現在、災害工事中で今年の作付けに間に合 

     うか、どうかはっきりしない状況でございます。 

      続いて、受人について、ご報告いたします。受人の営農状況は、○○自 

     治会で稲作主体の兼業農家です。渡人との関係は親戚です。後継者はおり 

     ません。権利取得後は、水稲を作付けされるとの事です。地域との調和に 

     ついては、所有農地の畦畔の管理は行き届いている事から何ら問題ないと 

     判断しました。皆様のご審議方、よろしくお願いいたします。 

尾山議長  次に整理番号２番の土地及び申請人「受人」の確認を岩屋委員にお願い 
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     します。 

岩屋委員  議長。 

尾山議長  岩屋委員。 

岩屋委員  整理番号２番について、ご報告いたします。申請農地は、○○自治会内 

     にあります。基盤整備はされておりませんが、農地の形状は良好です。 

     周辺は北・東側は宅地、西・南側は道路に接しています。日照・接道・用 

     排水は良好です。受人の自宅近くにあり、権利取得後は、飼料作物を作付 

     けするとの事でございます。 

      続いて、受人について、ご報告いたします。受人の営農状況は、○○自 

     治会で稲作・繁殖牛・きんかんの複合経営の専業農家です。今度、農業 

     高校に行く後継者もいます。所有農地の畔や水路の管理など行き届いて 

     おり、地域の奉仕作業にも積極的に参加するなどしている事から地域との 

     調和については、何ら問題ないと判断しました。皆様のご審議方、 

     よろしくお願いいたします。 

尾山議長  次に整理番号３番の土地を中津委員に、申請人「受人」の確認を赤川委 

     員にお願いします。まず、中津委員にお願いします。 

中津委員  議長。 

尾山議長  中津委員。 

中津委員  それでは整理番号３番の農地について、ご報告いたします。申請農地 

     は○○自治会内にあります。基盤整備は済んでおりませんが、農地の形状 

     は良好です。周辺は水田に接しています。日照・用排水は良好ですが、 

     接道はないので不良です。以上、ご報告いたします。 

尾山議長  次に赤川委員にお願いします。 

赤川委員  議長。 

尾山議長  赤川委員。 

赤川委員  それでは、整理番号３番の受人について、ご報告いたします。受人の営 

     農状況は、受人は○○自治会在住でオリーブ主体の市の認定法人の代表者 

     で専業農家です。地域との調和については、所有農地の管理も行き届いて 
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     いる事から何ら問題ないと判断しました。皆様のご審議方、よろしくお願 

     いいたします。 

尾山議長  次に２５ページの整理番号４番の土地及び申請人「受人」の確認を福迫 

     委員にお願いします。 

福迫委員  議長。 

尾山議長  福迫委員。 

福迫委員  整理番号４番について、ご報告いたします。申請農地は、○○自治会内 

     にあります。基盤整備済みで周囲も基盤整備済みの水田地帯です。日照・ 

     接道・用排水は良好です。農地の状況は水稲が作付けされていました。 

      続いて、受人について、ご報告いたします。受人の営農状況は、○○自 

     治会で稲作主体の兼業農家です。受人は兼業農家ですが、営農にも一生懸 

     命に取り組んでおり、所有農地の管理も行き届いている事から何ら問題 

     ないと判断しました。皆様のご審議方、よろしくお願いいたします。 

尾山議長  次に整理番号５番の土地を田中委員に、申請人「受人」の確認を竹下会 

     長代理にお願いします。まず、田中委員にお願いします。 

田中委員  議長。 

尾山議長  田中委員。 

田中委員  それでは整理番号５番の農地について、ご報告いたします。申請農地 

     は○○自治会内にあります。基盤整備は済んでおりませんが、農地の形状 

     は良好です。周辺は、山林と宅地、道路に接しています。日照・接道・排 

     水は良好です。農地の状況は、何も作付けされていませんが、耕起されて 

     ていました。以上、ご報告いたします。 

尾山議長  次に竹下会長代理にお願いします。 

竹下会長代理 議長。 

尾山議長  竹下会長代理。 

竹下会長代理 それでは、整理番号５番の受人について、ご報告いたします。受人の 

     営農状況は、○○自治会で露地野菜主体の兼業農家です。渡人との関係は 

     親戚との事です。後継者はいらっしゃいます。権利取得後は、露地野菜を 
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     作付けするとの事です。地域との調和につきましては、所有農地の管理は 

     行き届いている事から何ら問題ないと判断しました。皆様のご審議方、 

     よろしくお願いいたします。 

尾山議長  次に２６ページの整理番号６番の土地を山下委員に、申請人「受人」の 

     確認を高谷委員にお願いします。まず、山下委員にお願いします。 

山下委員  議長。 

尾山議長  山下委員。 

山下委員  それでは整理番号６番の農地について、ご報告いたします。申請農地 

     は○○自治会内にあります。基盤整備は済んでおらず、農地の形状も不良 

     です。農地の状況は、６０年以上の杉の木が１００本以上植林されており、 

     畑の区別ができない状況です。周辺は、山林に囲まれています。排水は 

     不良ですが、日照・接道は良好です。以上、ご報告いたします。 

尾山議長  次に高谷委員にお願いします。 

高谷委員  議長。 

尾山議長  高谷委員。 

高谷委員  それでは、整理番号６番の受人について、ご報告いたします。受人の 

     営農状況は、○○自治会で露地野菜・養豚・養鶏の複合経営の市の認定を 

     受けた法人の代表者で後継者はいらっしゃいます。権利取得後は、山林を 

     伐採して畑に復元した後で露地野菜を作付けするとの事です。地域との 

     調和につきましては、所有農地の管理は行き届いている事から何ら問題 

     ないと判断しました。皆様のご審議方、よろしくお願いいたします。 

尾山議長  次に２７ページの整理番号７番の土地及び申請人「受人」の確認を杉元 

     委員にお願いします。 

杉元委員  議長。 

尾山議長  杉元委員。 

杉元委員  整理番号７番について、ご報告いたします。申請農地は、○○自治会内 

     にあります。基盤整備済みで周囲も基盤整備済みの水田地帯です。日照・ 

     接道・用排水は良好です。基盤整備済みですが、農地の形状はあまり良く 
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      ありません。 

      続いて、受人について、ご報告いたします。受人の営農状況は、○○ 

     自治会で稲作主体の兼業農家です。権利取得後は、水稲を作付けされると 

     の事です。受人は兼業農家ですが、営農にも一生懸命に取り組んでおり、 

     所有農地の畦畔や用水路の管理も行き届いている事から何ら問題ないと 

     判断しました。皆様のご審議方、よろしくお願いいたします。 

尾山議長  次に２８ページの整理番号８番の土地を谷口委員に、申請人「受人」の 

     確認を土器委員にお願いします。まず、谷口委員にお願いします。 

谷口委員  議長。 

尾山議長  谷口委員。 

谷口委員  それでは整理番号８番の農地について、ご報告いたします。申請農地 

     は○○自治会内にあります。基盤整備は現在造成中でございます。農地の 

     良好でございます。周辺一帯は基盤整備の造成中でございます。現在、用 

     水のパイプラインを工事中です。日照・接道・用排水は良好です。以上、 

     ご報告いたします。 

尾山議長  次に土器委員にお願いします。 

土器委員  議長。 

尾山議長  土器委員。 

土器委員  それでは、整理番号８番の受人について、ご報告いたします。受人の 

     営農状況は、○○自治会で稲作主体の専業農家です。権利取得後は、水稲 

     を作付けするとの事です。地域との調和につきましては、所有農地の管理 

     は行き届いている事から何ら問題ないと判断しました。皆様のご審議方、 

     よろしくお願いいたします。 

尾山議長  次に２９ペ－ジの貸借整理番号１番と２番の土地及び申請人「受人」の 

     確認を竹下会長代理にお願いします。 

竹下会長代理 議長。 

尾山議長  竹下会長代理。 

竹下会長代理 それでは、貸借整理番号１番及び２番について、受人が同一のため、 
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     一括してご説明いたします。整理番号１番及び２番の農地は、○○自治会 

     内になります。まず、整理番号１番の農地について、ご報告いたします。 

     水田部分は全部昨年の水害で現在、災害工事中でございます。それまでは、 

     水稲及び飼料稲など飼料作物を作付けしていました。農地の状況は田と 

     山林に接しています。基盤整備はされておらず、農地の形状は良くありま 

     せんが、日照・接道・用排水は良好です。受人と渡人の関係は親戚です。 

      続いて、受人についてですが、所有権移転整理番号１番でご報告いたし 

     ましたので割愛いたします。皆様のご審議方、よろしくお願いいたします。 

      次に貸借整理番号２番の農地について、ご報告いたします。こちらも 

     水田部分は昨年の水害で現在、災害工事中でございます。それまでは、水 

     稲及び飼料稲など飼料作物を作付けしていました。また、畑部分は菜園と 

     して、利用されています。畑部分は周囲が山林のため、日照が不良です 

     が、その他については、日照・接道・用排水は良好です。 

      続いて、受人についてですが、所有権移転整理番号１番でご報告いたし 

     ましたので割愛いたします。皆様のご審議方、よろしくお願いいたします。 

尾山議長  次に３０ページの貸借整理番号３番の土地を稲田委員に、申請人「受人」 

     の確認を福迫委員にお願いします。まず、稲田委員にお願いします。 

稲田委員  議長。 

尾山議長  稲田委員。 

稲田委員  それでは貸借整理番号３番の農地について、ご報告いたします。申請農 

     地は○○自治会内にあります。基盤整備はされていません。接道はありま 

     せんが、農地の形状・日照・用排水は良好です。以上、ご報告いたします。 

尾山議長  次に福迫委員にお願いします。 

福迫委員  議長。 

尾山議長  福迫委員。 

福迫委員  それでは、貸借整理番号３番の受人について、ご報告いたします。受人 

     の営農状況は、○○自治会在住の稲作主体の兼業農家です。地域との調和 

     につきまして受人は兼業農家ですが、営農にも一生懸命取り組まれており、 
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     所有農地の管理も行き届いている事から何ら問題ないと判断しました。 

     皆様のご審議方、よろしくお願いいたします。 

尾山議長  次に貸借整理番号４番と３２ページの貸借整理番号５番の土地及び申請 

     人「受人」の確認を福迫委員にお願いします。 

福迫委員  議長。 

尾山議長  福迫委員。 

福迫委員  それでは、貸借整理番号４番及び５番の受人は同一であるため、一括 

     してご報告いたしますが、整理番号５番の受人の説明は割愛いたします。 

      最初に貸借整理番号４番の農地について、ご報告いたします。申請農地 

     は○○自治会内にあります。字○○の３筆は、基盤整備はされておらず、 

     農地の形状は台形です。農地の状況は、北側が市道、東側が水田、南側 

     が山林、西側が宅地となっており、日照は一部不良ですが、接道・用排水 

     は良好です。続いて、字○○の１０筆は基盤整備されていませんが、形状 

     は良好です。接道はありませんが、貸借整理番号５番の字○○の農地から 

     いけるので問題ありません。農地の状況は、南側が山林で一部日照不良 

     ですが、残りは水田に接しています。用排水は良好です。全て耕起されて 

     いました。 

      続いて、受人につきまして、ご報告いたします。受人の営農状況は、 

     ○○自治会で稲作主体の専業農家です。後継者はいます。権利取得後は 

     加工用米を作付けするとの事でした。地域との調和につきましては、所有 

     農地の管理は行き届いている事から何ら問題ないと判断しました。皆様の 

     ご審議方、よろしくお願いいたします。 

      次に貸借整理番号５番の農地について、ご報告いたします。字○○と字 

     ○○の各１筆は貸借整理番号４番の字○○の農地と１枚の農地になって 

     いました。字○○の１筆は、基盤整備はされておらず、農地の形状は良く 

     ありません。北・東側が山林で西側が河川・山林で南側は農地に接して 

     います。少し日照は不良です。接道・用排水は良好です。字広畑の農地 

     ３筆は、基盤整備はされていませんが、農地の形状は良好です。３筆が 
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     １枚の水田になっています。西側に山林がありますが、日照は概ね良好 

     です。接道・用排水は良好です。受人は貸借整理番号４番の受人と同一 

     のため、報告は割愛いたします。 

尾山議長  各委員の説明が終わりました。続きまして、事務局より判断根拠の説明 

     をお願いします。 

事務局   議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局   今回の申請内容につきましては、農地法第３条第２項第１号から第６号 

     まで事前に事務局で申請書に基づき調査しましたが、問題はありません 

     でした。農地法第３条第２項第７号につきましては、委員の皆様より事前 

     調査の報告がありましたとおりであり、地域との調和要件など問題はない 

     ということでございます。 

      従いまして、計１３件につきましては、農地法第３条第２項各号に該当 

     しないため、許可要件をすべて満たしていると判断いたします。以上で 

     ございます。 

尾山議長  ただ今、各委員及び事務局より説明がありました。これより議案第７０ 

     号の審議に入ります。各委員の質疑を求めます。質疑はありませんか。 

      （なしと言う者多数あり） 

尾山議長  質疑なしの発言がありましたので、質疑を終結いたします。お諮りいた 

     します。議案第７０号は原案のとおり承認することに賛成の委員の挙手を 

     求めます。 

      （全員挙手） 

尾山議長  全員賛成と認めます。よってお諮りのとおり決定いたします。議案第 

     ７１号「農地法第３条の規定による別断面積（下限面積）の設定について」 

     を議題といたします。事務局から説明をお願いします。 

局長補佐  議長。 

 

尾山議長  局長補佐。 
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局長補佐  それでは議案７１号についてご説明いたします。農地法第３条第２項第５ 

     号に規定する下限面積要件は、旧農地法では、都道府県は一律５０アール 

     となっていましたが、農地法の平成２１年改正により、農業委員会単位で 

     下限面積の設定が可能となりました。えびの市では、市外からの移住・定 

     住促進、新規就農促進を積極的に取り組む方針であり、その一環として、 

     新規就農希望者が農地の取得の際の条件緩和策として、農地法施行規則第 

     １７条第２項に基づく別段面積を平成２８年４月から設定し運用している 

     ところですが、国から通達により毎年検討することとなっている事から 

     今回議案として提出いたしました。２７ページをご覧ください。 

      農業振興地域を基準にした設定案について、農業振興地域内の農用地に 

     ついては５０アール、それ以外の地域が１０アール、空き家に附属した 

     農地に限定した設定案については指定を受けた農地が１アール、これは 

     最小整数値を示すもので１アール未満を含みます。 

      別紙資料１の１ページをご覧ください。下限面積の検討の経緯でござい 

     ます。②に記載していますが、農地の遊休化が深刻で農地に関する取得に 

     際する下限面積要件の弾力的な運用により、農地の保全及び有効利用を 

     図る事が困難であると判断しまして、平成２８年４月より別段面積を設定 

     しております。２ページをご覧ください。 

      下限面積を下げる場合の利点及び欠点となります。利点としましては、 

     農地の権利設定等がしやすくなるという事です。欠点としましては、認定 

     農業者等への農地の集積が阻害される事と財産取得目的の案件が増える事 

     となります。３ページをご覧ください。 

      農林センサスでの経営面積別世帯数です。農地法施行規則第１７条第１ 

     項第３号に「農業委員会が定めようとする別段の面積は、設定区域内に 

     おいてその定めようとする面積未満の農地又は採草放牧地を耕作又は養畜 

     の事業に供している者の数が、当該設定区域内において農地又は採草放牧 

     地を耕作又は養畜の事業に供している者の総数のおおむね百分の四十を 

     下らないように算定されるものであることと規定されていますので５０ａ 
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     以下の割合が４１．８４%なので基準を満たしています。農林センサスに 

     つきましては。今年度実施されましたが、今年度の結果の公表は今年の 

     １１月頃との事なので来年の検討に、結果が反映されます。 

      ４ページをご覧ください。県内の状況です。以上、ご審議方よろしく 

     お願いします。 

尾山議長  ただ今、事務局より説明がありました。これより議案第７１号の審議に 

     入ります。各委員の質疑を求めます。質疑はありませんか。 

増田委員  議長。 

尾山議長  増田委員。 

増田委員  令和３年度から令和４年度に掛けて、農業振興地域の見直しが始まり 

     この件に関しまして、農業委員会も関与すると思いますが、その他に 

     地権者や自治会なども関与できるのか、これは畜産農政課になると思い 

     ますが、お聞きします。あと、もう一点は設定根拠の理由に山間地域での 

     遊休農地対策が記載されていますが、山間地域での設定はどうされるのか、 

     二点お聞きします。 

局長補佐  議長。 

尾山議長  局長補佐。 

局長補佐  ただいま、増田委員のご質問がございましたのでお答えいたします。まず、 

     農振の見直しの件につきましては、先月、２月総会で畜産農政課農政企画課 

     より農振の全体見直しについて、説明がございましたが、先ほど増田委員が 

     言われた自治会や所有者の意向につきましては、農政企画係に要望していた 

     だければと思います。もう一点の山間部の区域設定につきましては、区域 

     設定の境界付近での取り扱いで苦情等予想されますので市で設定されている 

     農業振興地域内農用地とそれ以外で設定しているところでございます。山間 

     部の集積は、むずかしいところもございますので農振の見直しで農用地に 

     なっているところを白地にするなどしていただければと思います。以上です。 

増田委員  議長。 

尾山議長  増田委員。 
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増田委員  次回、４月総会で畜産農政課農政企画係を総会にもう一回呼んでもらって 

     よろしいでしょうか。 

局長補佐  議長。 

尾山議長  局長補佐。 

局長補佐  ただいま、増田委員からご要望がありましたので議案以外の案件の所で 

     畜産農政課農政企画係にご出席頂いて、再度、全体見直しについて、説明 

     していただくようにお願いしたいと思います。以上です。 

尾山議長  増田委員、よろしいですか。 

増田委員  はい。 

尾山議長  事前に増田委員からご要望がございましたので事務局で今後どうしたら 

     いいか、協議していましたので次回総会で畜産農政課に出席をお願いした 

     いと思います。他に質疑はありませんか。 

      （なしと言う者多数あり） 

尾山議長  質疑なしの発言がありましたので、質疑を終結いたします。お諮りいたし 

     ます。議案第７１号は原案の通り承認することに賛成の委員の挙手を求めま 

     す。 

      （全員挙手） 

尾山議長  全員賛成と認めます。よってお諮りのとおり決定いたします。ここで 

     しばらく休憩をいたします。 

      （１０分間休憩） 

尾山議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。次に議案第７２号「農用地利用集積 

     計画について」を議題といたします。事務局から説明をお願いします。 

事務局   議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局   議案第７２号「農用地利用集積計画について」ご説明の前に、１点議案 

     書の訂正をお願いいたします。議案書６５ページから６６ページをご覧 

     ください。 

      利用権設定整理番号２３番の賃貸料の欄に、１０ａあたり○○円の記載 
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     がございますが、正しくは総額○○円でしたのでご訂正していただきます 

     ようお願いいたします。 

      それでは議案第７２号「農用地利用集積計画について」ご説明いたしま 

     す。３８ページをご覧ください。今月の計画件数は所有権移転１１件、利 

     用権設定３７件、合計４８件となっております。利用権設定のうち、農地 

     中間管理事業は１４件となっております。申出人の住所・氏名、備考欄に 

     つきましては、特記事項のみを説明して、他は省略させていただきます。 

     また、法人及び所有者が死亡している場合は、年齢が空欄となりますので 

     ご了承ください。はじめに所有権移転関係につきまして、ご説明いたしま 

     す。３９ページをご覧ください。 

      整理番号１番、田２筆、２，２７３㎡の売買です。価格は総額○○円 

     です。 

      整理番号２番、３９ページから４０ページをご覧ください。田４筆、 

     １，６２１㎡の売買です。価格は総額○○円です。 

      整理番号３番、田２筆、１，３３１㎡の売買です。価格は総額○○円 

     です。４１ページをご覧ください。 

      整理番号４番、田１筆、８０４㎡の売買です。価格は総額○○円です。 

      整理番号５番、４１ページから４２ページをご覧ください。畑３筆、 

     ３，１３９㎡の売買です。価格は１０アールあたり○○円です。 

      整理番号６番と７番は関連がありますので合わせてご説明いたします。 

     整理番号６番畑２筆２７５㎡と整理番号７番畑１筆２７５㎡の交換です。 

     ４３ページをご覧ください。 

      整理番号８番、田２筆、３，５０９㎡の売買です。価格は総額○○円 

     です。尾山会長の堀起しです。 

      整理番号９番、畑１筆、４，４２４㎡の売買です。価格は１０アール 

     あたり○○円です。４４ページをご覧ください。 

      整理番号１０番、田１筆、１，１６０㎡の売買です。価格は総額○○円 

     です。 
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      整理番号１１番、田１筆、１，７３９㎡の売買です。価格は総額○○円 

     です。以上、所有権移転１１件です。続きまして、利用権設定について 

     ご説明いたします。なお、利用権設定については、貸借期間及び借賃に 

     ついても省略し、特記事項のみ説明させて頂きます。なお、使用貸借に 

     ついては賃貸料の記載が空欄となりますのでご了承ください。４５ページ 

     をご覧ください。 

      整理番号１番、畑４筆、４３，５３７㎡の賃貸借です。４６ページを 

     ご覧ください。 

      整理番号２番、田２筆、３，６１２㎡の賃貸借です。 

      整理番号３番、田１筆、１，５３６㎡の賃貸借です。４７ページをご覧 

     ください。 

      整理番号４番、田１筆、２，４３１㎡の使用貸借です。 

      整理番号５番、田１筆、３０３㎡の使用貸借です。 

      整理番号６番、田１筆、４４０㎡の使用貸借です。４８ページをご覧 

     ください 

      整理番号７番、田１筆、２，１５８㎡の賃貸借です。 

      整理番号８番、田１筆、１，５８２㎡の賃貸借です。 

      整理番号９番、４８ページから５３ページをご覧ください。田１７筆、 

     畑１筆、計１８筆１２，２４０㎡の賃貸借です。 

      整理番号１０番、５３ページから５４ページをご覧ください。田７筆、 

     ９，３４４㎡の賃貸借です。５５ページをご覧ください。 

      整理番号１１番、田１筆、１，３６６㎡の賃貸借です。 

      整理番号１２番、田１筆、２６２㎡の使用貸借です。 

      整理番号１３番、５５ページから５６ページをご覧ください。田２筆、 

     ９５５㎡の賃貸借です。 

      整理番号１４番、田１筆、３，５８８㎡の賃貸借です。 

      整理番号１５番、５６ページから５８ページをご覧ください。田３筆、 

     畑３筆、計６筆５，５９８㎡の賃貸借です。 



 20 

      整理番号１６番、田１筆、２，５３５㎡の賃貸借です。 

      整理番号１７番、５８ページから６０ページをご覧ください。田５筆、 

     畑１筆、計６筆２，１３９㎡の賃貸借です。 

      整理番号１８番、６０ページから６１ページをご覧ください。田３筆、 

     畑２筆、計５筆３，９０７㎡の賃貸借です。 

      整理番号１９番、６１ページから６２ページをご覧ください。田１筆、 

     畑２筆、計３筆１，８３９㎡の賃貸借です。 

      整理番号２０番、田２筆、１，０６７㎡の賃貸借です。６３ページを 

     ご覧ください。 

      整理番号２１番、６３ページから６４ページをご覧ください。田６筆、 

     ５，００８㎡の賃貸借です。 

      整理番号２２番、６４ページから６５ページをご覧ください。田４筆、 

     ２，１７７㎡の賃貸借です。 

      整理番号２３番、６５ページから６６ページをご覧ください。田６筆、 

     ７，４６１㎡の賃貸借です。６７ページをご覧ください。 

      整理番号２４番から同３７番までは農地中間管理事業ですので、その旨 

     の説明は省略させていただきます。なお、借受人の経営面積欄の記載は 

     中間管理機構が借り受けて利用配分計画の配分先が未入力となっている 

     面積がシステム上表示されてしまうものですのでご了承ください。 

      整理番号２４番、田２筆、９５１㎡の賃貸借です。 

      整理番号２５番、６７ページから６８ページをご覧ください。田３筆、 

     ７，０６８㎡の賃貸借です。 

      整理番号２６番、畑１筆、２，２０１㎡の賃貸借です。 

      整理番号２７番、畑１筆、５，０５０㎡の賃貸借です。６９ページを 

     ご覧ください。 

      整理番号２８番、田２筆、２，３８５㎡の賃貸借です。 

      整理番号２９番、田１筆、３，４４８㎡の賃貸借です。７０ページを 

     ご覧ください。 
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      整理番号３０番、田２筆、１，９８３㎡の賃貸借です。 

      整理番号３１番、７０ページから７１ページをご覧ください。田２筆、 

     ２，８９８㎡の賃貸借です。 

      整理番号３２番、田１筆、１，８８８㎡の賃貸借です。 

      整理番号３３番、７１ページから７２ページをご覧ください。田２筆、 

     ５，６２２㎡の賃貸借です。 

      整理番号３４番、７２ページから７３ページをご覧ください。田３筆、 

     ２，７２５㎡の賃貸借です。 

      整理番号３５番、田２筆、３，８７６㎡の賃貸借です。 

      整理番号３６番、７３ページから７４ページをご覧ください。田２筆、 

     ２，９０８㎡の賃貸借です。 

      整理番号３７番、田２筆、９８０㎡の賃貸借です。 

      以上、計画内容は、市の基本構想に基づくものであり、それぞれ利用 

     権設定等を受ける者が農用地の全てを効率的に利用して耕作すること、農 

     作業に常時従事することなど、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の 

     各要件を満たしていると考えます。ご審議方よろしくお願いいたします。 

尾山議長  ただ今、事務局の説明が終わりました。これより議案第７２号の審議に 

     入ります。５５ページの利用権設定整理番号１３番の借受人は○○委員 

     です。よって、農業委員会等にする法律第３１条「議事参与の制限」の規 

     定に基づき、○○委員の退席を求めて審議します。○○委員の退席をお願 

     いします。 

      （○○委員退席） 

尾山議長  それでは、ただ今から利用権設定整理番号１３番の審議に入ります。各 

     委員の質疑を求めます。質疑はありませんか。 

      （なしと言う者多数あり） 

尾山議長  質疑なしの発言がありましたので、質疑を終結いたします。お諮りいた 

     します。利用権設定整理番号１３番は原案のとおり承認することに賛成の 

     委員の挙手を求めます。 
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      （全員挙手） 

尾山議長  全員賛成と認めます。よってお諮りのとおり決定いたします。○○委員 

     の退席を解きます。 

      （○○委員着席） 

尾山議長  それでは、利用権設定整理番号１３番を除く、議案第７２号の審議に 

     入ります。各委員の質疑を求めます。質疑はありませんか。 

山下委員  議長。 

尾山議長  山下委員。 

山下委員  ６７ページの整理番号２４番から整理番号３６番、受人が宮崎県農業振興 

     公社となっている農地中間管理事業についてですが、公社が借受けたあと、 

     借りる人が決まっているのか、お聞きします。 

事務局   議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局   農地中間管理機構である宮崎県農業振興公社が借受ける農地中間管理 

     事業についてですが、議案として提出される時には、配分先の借受者は 

     決まっています。今回、議案提出された案件につきましては、５月１日 

     付けで県知事より認可を受けて、５月総会で利用配分計画の報告をいた 

     しております。今月も報告第２６号で借受者が記載された利用配分計画に 

     ついては、報告しているところでございます。以上です。 

尾山議長  山下委員、よろしいですか。 

山下委員  はい。 

尾山議長  他に質疑はありませんか。 

      （なしと言う者多数あり） 

尾山議長  質疑なしの発言がありましたので、質疑を終結いたします。お諮りいた 

     します。議案第７２号は原案のとおり承認することに賛成の委員の挙手を 

     求めます。 

      （全員挙手） 

尾山議長  全員賛成と認めます。よってお諮りのとおり決定いたします。議案第 
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     ７２号については、原案のとおり決定した旨を市長に通知します。次に、 

     議案第７３号「農地法第４条の規定による許可申請について」、議案第 

     ７４号「農地法第５条の規定による許可申請について」、議案第７５号「非 

     農地証明願いについて」を議題といたします。事務局から説明をお願いし 

     ます。 

事務局   議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局   議案第７３号「農地法第４条の規定による許可申請について」ご説明 

     いたします。７５ページをご覧ください。今月の許可申請件数は１件です。 

     申請人等の住所・氏名、立地基準について説明を省略させていただきます。 

     ７６ページをご覧ください。 

      整理番号 1 番、場所が大字○○、畑１筆、１０８㎡を庭敷地として追認 

     申請するものでございます。申請人から顛末書の提出がございます。雨水 

     による排水につきましては、地下浸透で処理します。 

      続きまして、議案第７４号「農地法第５条の規定による許可申請につい 

     て」ご説明いたします。７７ページをご覧ください。今月の許可申請件数 

     は４件です。申請人等の住所・氏名、立地基準については省略させて 

     いただきます。７８ページをご覧ください。 

      整理番号１番、場所が大字○○、田２筆、１，８４２㎡を宅地分譲用地 

     として申請するものです。権利関係は売買です。工事期間は令和３年５月 

     １日から８月３１日までです。事業費につきましては、土地代金○○円、 

     造成費○○円、給排水設備費○○円、舗装費○○円、諸経費○○円、計 

     ○○円を全額融資にて対応するとの事です。雨水による排水につきまして 

     は、隣接する西側市道側溝にて排水します。 

      整理番号２番、７８ページから７９ページをご覧ください。場所が大字 

     ○○、田４筆、２，３１３㎡を宅地分譲用地として申請するものです。 

     権利関係は売買です。工事期間は令和３年５月１日から５月３０日まで 

     です。事業費につきましては、土地代金○○円、造成費○○円、排水及び 
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     舗装費○○円、給水設備費○○円、計○○円を全額自己資金にて対応する 

     との事です。雨水による排水につきましては、隣接する南側市道側溝に排

水 

     します。 

      整理番号３番、場所が大字○○、畑２筆、３８９㎡を一般個人住宅と 

     して申請するものです。権利関係は売買です。工事期間は令和３年５月 

     １０日から７月３１日までです。事業費につきましては、土地代金○○円、 

     建築費○○円、諸経費○○円、計○○円を全額融資にて対応するとの事 

     です。生活排水につきましては、合併浄化槽で処理後、西側市道側溝に 

     排水します。雨水なども同様に西側市道側溝に排水します。 

      整理番号４番、場所が大字○○、畑１筆、９６０㎡を農家住宅として 

     申請するものです。権利関係は贈与です。譲受人と譲渡人の関係は義理の 

     親子となります。工事期間は令和３年６月１日から令和４年４月３０日 

     までです。事業費につきましては、造成費○○円、住宅建築費○○円、 

     倉庫建築費○○円、計○○円を全額融資にて対応するとの事です。生活 

     排水につきましては、合併浄化槽で処理後、北側市道側溝に排水します。 

     雨水なども同様に北側市道側溝に排水します。なお、受人の職業が○○と 

     なっていますが、配偶者が兼業農家となります。 

      続きまして、議案第７５号「非農地証明願いについて」ご説明いたしま 

     す。８０ページをご覧ください。今月の証明願い件数は２件となります。 

     申出人の住所・氏名、立地基準については省略させていただきます。８１ 

     ページをご覧ください。 

      今回の非農地証明願い２件につきましては、昨年 7 月の豪雨災害の被災 

     地となります。２筆とも災害復旧事業の事業対象ではないことを確認して 

     おります。 

      整理番号１番、場所が大字○○、田１筆、１０２㎡です。申請理由は 

     原野です。 

      整理番号２番、場所が大字○○、田１筆、１８５㎡です。申請理由は 



 25 

     原野です。以上、ご審議方よろしくお願いいたします。 

尾山議長  事務局の説明が終わりました。議案第７３号から第７５号については、 

     ３月２６日、第３小委員会で審議がされておりますので、ここで第３小委 

     員会から報告をお願いします。 

田中第３小委員会副委員長 議長。 

尾山議長  田中第３委員会副委員長。 

田中第３小委員会副委員長 それでは、第３小委員会の報告を行います。会長から 

     招集を受けまして、３月２６日に委員９名、事務局３名の計１２名の出席 

     のもと、第３小委員会を開催いたしました。今回の議案は、農地法第４条 

     １件、農地法第５条４件、非農地証明願い２件、計７件です。それでは、 

     議案ごとにご説明いたします。 

      議案第７３号、農地法第４条、整理番号１番についてご説明いたします。 

     申請人は令和元年ごろ、庭敷地を造成しましたが、転用の申請を失念して 

     おり、今回、追認申請を行うものです。場所は、○○地区でございます。 

     ○○から東に約２００ｍのところに位置します。申請地の状況は、四方は 

     宅地に囲まれております。周辺に農地は無い事から農地への影響はないと 

     判断しました。その他、特に問題は見当たりませんでした。 

      続きまして議案第７４号、農地法第５条、整理番号１番についてご説明 

     いたします。譲受人は市内で不動産業を営んでいますが、今回、宅地分譲 

     用地を造成したく適地を探してましたが、適地を見つけたので所有者で 

     ある譲渡人に相談したところ、了承を得たので申請するものです。場所は 

     ○○地区でございます。○○から北に約２００ｍのところに位置します。 

     申請地の状況は、周囲は東側が農道、西側が市道、南側が宅地、北側が 

     宅地に囲まれています。周囲に農地は無い事から農地への影響はないと 

     判断しました。その他、特に問題は見当たりませんでした。 

      整理番号２番についてご説明いたします。譲受人は市内で不動産業を 

     営んでいますが、今回、宅地分譲用地を造成したく適地を探してましたが、 

     適地を見つけたので所有者である譲渡人に相談したところ、了承を得た 
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     ので申請するものです。場所は、○○地区でございます。○○から東に約 

     １５０ｍのところに位置します。申請地の状況は、周囲は東側が宅地と田、 

     西側が宅地、南側が市道、北側が農道に囲まれています。東側に一部農地 

     と接していますが、農地に影響の無いように被害防除対策をするとの事 

     なので農地への影響はないと判断しました、その他、特に問題は見当たり 

     ませんでした。 

      整理番号３番についてご説明いたします。譲受人は今回、一般個人住宅 

     を建築したく、適地を探してましたが、適地を見つけたので所有者である 

     譲渡人に相談したところ、了承を得たので申請するものです。場所は○○ 

     地区でございます。○○から東に約２００ｍのところに位置します。申請 

     地の状況は、周囲は東側が農道、西側が市道、南側が宅地、北側が農道に 

     囲まれています。周囲に農地は無い事から農地への影響はないと判断しま 

     した。その他、特に問題は見当たりませんでした。 

      整理番号４番についてご説明いたします。譲受人は今回、農家住宅を 

     建築したく、申請するものです。場所は○○地区でございます。○○から 

     東北に約１キロのところに位置します。申請地の状況は、周囲は東側が 

     市道、西側が宅地、南側が畑、北側が市道に囲まれています。南側に農地 

     がございますが、日照に影響は無く、農地に影響のないように被害防除 

     対策を取るとの事なので農地への影響はないと判断しました。その他、 

     特に問題は見当たりませんでした 

      続きまして、議案第７５号非農地証明願い整理番号１番についてご説明 

     いたします。申請地は○○地区でございます。現況は原野となります。 

     その土地の周囲の状況からみて、その土地を農地として復元しても継続 

     して利用することができないと判断しました。その他、特に問題は見当た 

     りませんでした。 

      整理番号２番についてご説明します。申請地は○○地区でございます。 

     現況は原野となります。その土地の周囲の状況からみて、その土地を農地 

     として復元しても継続して利用することができないと判断しました。 
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     その他、特に問題は見当たりませんでした。 

      以上、第３小委員会は、慎重・審議しました結果、農地法第４条申請 

     １件、農地法第５条申請４件、非農地証明願い２件、計７件については、 

     全会一致で許可相当及び非農地としてもやむを得ないと判断いたしました。 

     皆さまにご審議をお願いしまして、第３小委員会の報告を終わります。 

尾山議長  続きまして、事務局より判断根拠の説明をお願いします。 

事務局   議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局   判断根拠をご説明いたします。農地法第４条、農地法５条の規定による 

     転用許可申請において、一般基準につきましては、申請書に基づき審査 

     した結果問題ございませんでした。立地基準につきましても、小委員長 

     報告にありましたとおり、問題ないとのことでございます。また、非農地 

     証明願いについて、県が示す証明書交付手続き要領及び市農業委員会非農 

     地判定に係る取扱基準に合致していると判断いたします。よりまして、 

     今月の議案第７３号から第７５号の計７件につきましては、転用許可基準 

     及び、非農地判断基準を全て満たしていると判断いたします。以上でござ 

     います。 

尾山議長  ただ今、第３小委員会副委員長報告及び事務局の説明がありました。 

     これより審議に入ります。各委員の質疑を求めます。質疑はありませんか。 

      （なしと言う者多数あり） 

尾山議長  質疑なしの発言がありましたので、質疑を終結いたします。議案第７３ 

     号から第７５号に対する第３小委員長の報告は許可相当であります。また、 

     事務局の判断も許可相当であります。お諮りいたします。議案第７３号 

     から第７５号は、原案のとおり承認することに賛成の委員の挙手を求めま 

     す。 

      （全員挙手） 

尾山議長  全員賛成と認めます。議案第７３号及び第７４号は原案のとおり、許可 

     相当として知事に意見書を送付いたします。また、議案第７５号は、お諮 
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     りのとおり決定いたします。 

      以上で本日の議案審議は終了いたしました。 

 

           終了時間 午前１０時４４分 

 


